
箱根町内に空き家な　
　ど

をお持ちの方
箱根町空き家バンクに登録しませんか？

登録料・掲載料無料 ※契約時の仲介手数料などは必要です。

広報はこね　2016.November

広報はこね　2016.November 1213

●例えばこんな場合・・・
・空き家になっている建物を「売りたい」または「貸し 
　たい」と考えている方
・近いうちに引っ越しなどで空き家になってしまう建物を
　お持ちの方

●空き家バンクとは
　箱根町内の空き家等の有効活用を目的に売りたい、貸し
たいと希望する空き家等を所有する方から物件情報を登録
していただき、その情報を見て、買いたい、借りたいとい
う希望者との橋渡しを箱根町と公益社団法人神奈川県宅地
建物取引業協会小田原支部が連携して行う制度です。
※町は、空き家情報の提供を行いますが、物件の売買、賃
貸借に関する交渉、契約などに関しての媒介は一切行いま
せん。宅建業者による媒介を希望する場合は、箱根町から
神奈川県宅地建物取引業協会小田原支部に連絡し、宅建協
会小田原支部の会員が媒介を行います。

空き家リフォーム補助
　町では、箱根町空き家バンクを利用し購入した空
き家を、定住を目的にリフォームする方を対象にリ
フォームに係る費用の一部を補助します。
補助額：20万円を超えるリフォーム工事に対して、
　　　　一律１0万円

　　　　　　　　　申請・照会先　企画課☎85−９5６0

休
日
収
納
・
収
納
相
談

窓
口
を
開
設

日　
時　
11
月
27
日
㈰

　
　
　
　
８
時
30
分
～
17
時
15
分

場　
所　
役
場
本
庁
舎
２
階　
税
務

課※
役
場
開
庁
日
の
業
務
時
間
内
に
お

い
て
も
、
相
談
窓
口
を
設
け
て
い
ま

す
の
で
、
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。

納
付
で
き
る
税
目
な
ど

・
町
税
（
町
県
民
税
、
固
定
資
産
税
、

　
軽
自
動
車
税
）　

照
会
先　
税
務
課
（
収
納
係
）

☎
８
５
―
９
５
７
３

公
的
融
資
相
談
会
の

お
知
ら
せ

日
時
・
場
所

11
月
17
日
㈭

○
箱
根
会
場　
10
時
30
分
～
16
時

 

（
湯
本
２
１
１
―
1
小
田
原
箱
根 

　
商
工
会
議
所
箱
根
支
部
）

○
小
田
原
会
場　
10
時
～
16
時

　
（
小
田
原
市
城
内
１
―
21
小
田
原

　
箱
根
商
工
会
議
所
）

内　
容　
中
小
企
業
の
金
融
に
関
す

る
運
転
・
設
備
資
金
な
ど
、
国
や
県

の
融
資
制
度
に
つ
い
て
の
相
談

・
日
本
政
策
金
融
公
庫
融
資
制
度

・
神
奈
川
県
融
資
制
度

・
神
奈
川
県
信
用
保
証
協
会
保
証
制

　
度

・
マ
ル
経
融
資
制
度　
な
ど

対　
象　
町
内
・
小
田
原
市
内
で
営

む
商
工
業
者
の
方

※
相
談
の
申
し
込
み
を
さ
れ
る
方
は
、

事
前
に
電
話
で
、
予
約
し
て
く
だ
さ

い
。

申
込
・
照
会
先　
小
田
原
箱
根
商
工

会
議
所
箱
根
支
部

　
　
　
　
　
　
☎
８
５
―
６
２
４
５

平
成
29
年
１
月
１
日
よ
り

改
正
男
女
雇
用
機
会
均
等

法
お
よ
び
改
正
育
児・介
護

休
業
法
が
施
行
さ
れ
ま
す

⑴
有
期
契
約
労
働
者
の
育
児
休
業
、

　
介
護
休
業
の
取
得
要
件
が
緩
和
さ

　
れ
ま
す
。

⑵
介
護
休
業
の
分
割
取
得
が
可
能
に

　
な
り
ま
す
。

⑶
育
児
休
業
等
が
取
得
で
き
る
子
と

　
し
て
、
特
別
養
子
縁
組
の
監
護
期

　
間
中
の
子
、
養
子
縁
組
里
親
に
委

　
託
さ
れ
て
い
る
子
な
ど
も
新
た
に

　
対
象
と
な
り
ま
す
。

⑷
子
の
看
護
休
暇
・
介
護
休
暇
の
半

　
日
単
位
で
の
取
得
が
可
能
と
な
り

　
ま
す
。

⑸
介
護
の
た
め
の
所
定
労
働
時
間
の

　
短
縮
措
置
な
ど
が
利
用
開
始
か
ら

　
３
年
の
間
で
２
回
は
利
用
で
き
る

　
よ
う
に
な
り
ま
す
。

⑹
介
護
の
た
め
の
残
業
の
免
除
が
受

　
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

⑺
い
わ
ゆ
る
マ
タ
ハ
ラ
・
パ
タ
ハ
ラ

　
な
ど
の
防
止
措
置
が
事
業
主
の
義

　
務
と
な
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
厚
生
労
働
省
Ｈ
Ｐ
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

照
会
先　
神
奈
川
労
働
局
雇
用
環
境
・

均
等
部

　
☎
０
４
５
―
２
１
１
―
７
３
８
０

http://w
w

w
.m

hlw
.go.jp/stf/

seisakunitsuite/bunya/00001
30583.htm

l
http://w

w
w

.m
hlw

.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/koyou
_roudou/koyoukintou/danjo
kintou/index.htm

l

自
賠
責
保
険
・
自
賠
責

共
済
の
案
内

　
自
賠
責
保
険
・
共
済
は
す
べ
て
の

自
動
車
、
バ
イ
ク
１
台
ご
と
に
加
入

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
自
賠
責
保
険
・
共
済
へ
加
入
せ
ず

に
運
行
す
る
こ
と
は
法
令
違
反
と
な

り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
加
入
に
あ
た
っ
て
は
、
各
損
害
保

険
会
社
・
共
済
協
同
組
合
・
自
動
車

販
売
店
等
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。
２
５
０
㏄
以
下
の
バ
イ
ク
に
つ

い
て
は
、
一
部
の
コ
ン
ビ
ニ
や
郵
便

局
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
手
続
き
で

き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
役

場
で
の
加
入
手
続
き
は
行
っ
て
お
り

ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
「
自
賠
責
ポ
ー
タ
ル
サ

イ
ト
」
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

http://w
w

w
.jibai.jp

陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科

学
校
生
徒
募
集
案
内

・
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　
（
推
薦
）

応
募
資
格　
中
卒
（
見
込
含
）
17
歳

未
満
の
男
性

※
推
薦
に
つ
い
て
は
中
学
校
長
の
推

薦
な
ど
が
別
途
必
要
で
す
。

受
付
期
間　
11
月
１
日
㈫
～
12
月
2

日
㈮

試
験
期
日　
平
成
29
年
１
月
7
日
㈯

～
9
日
㈪
の
間
の
指
定
す
る
１
日

・
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　
（
一
般
）

応
募
資
格　
中
卒
（
見
込
含
）
17
歳

未
満
の
男
性

受
付
期
間　
11
月
１
日
㈫
～
平
成
29

年
１
月
6
日
㈮

試
験
期
日

（
第
１
次
試
験
）
平
成
29
年
１
月
21

　
日
㈯

（
第
２
次
試
験
）
平
成
29
年
２
月
2

　
日
㈭
～
5
日
㈰

教
育
及
び
卒
業
資
格
【
共
通
】

　
通
信
制
高
等
学
校
に
入
学
し
、
生

徒
課
程
修
了
時
に
高
等
学
校
の
卒
業

資
格
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

身
分
は
特
別
職
国
家
公
務
員
（
生
徒
）

で
、
手
当
の
支
給
を
受
け
な
が
ら
高

等
学
校
教
育
な
ど
を
受
け
る
制
度
で
す
。

問
合
せ
先　
自
衛
隊
小
田
原
地
域
事

務
所
（
小
田
原
市
栄
町
１
―
14
―
９

Ｎ
Ｔ
ビ
ル
３
Ｆ
）

　
☎
０
４
６
５
―
２
４
―
３
０
８
０

平
成
28
年
度
中
小
企
業

労
務
管
理
セ
ミ
ナ
ー

日　
時　
12
月
8
日
㈭

　
　
　
　
13
時
30
分
～
16
時
30
分

場　
所　
藤
沢
市
民
会
館
２
階
第
２

会
議
室
（
藤
沢
市
鵠
沼
東
８
―
１
）

内　
容　
第
１
部
：
職
場
に
お
け
る

女
性
の
活
躍
と
出
産
・
育
児
・
子
育

て
・
介
護
が
行
い
や
す
い
職
場
環
境

づ
く
り
（
13
時
30
分
～
14
時
20
分
）

第
２
部
：
最
近
の
法
改
正
を
踏
ま
え

た
就
業
規
則
見
直
し
の
ポ
イ
ン
ト　

（
14
時
30
分
～
16
時
30
分
）

講　
師　
第
１
部
：
神
奈
川
労
働
局

雇
用
環
境
・
均
等
部
指
導
課
職
員

第
２
部
：
北
岡
社
会
保
険
労
務
士
事

務
所
代
表
・
元
労
働
基
準
監
督
官　

北
岡
大
介
さ
ん

対　
象　
企
業
経
営
者
お
よ
び
人
事

労
務
担
当
者
等
40
名
（
申
込
制
・
先

着
順
）

申
込
期
限　
12
月
5
日
㈪
ま
で

申
込
・
照
会
先　
神
奈
川
県
か
な
が

わ
労
働
セ
ン
タ
ー
湘
南
支
所

　
☎
０
４
６
３
―
２
２
―
２
７
１
１

箱
根
探
訪
会

「
旧
街
道
を
歩
く
」

　
　
　

  

参
加
者
募
集

　
古
く
か
ら
の
街
道
と
し
て
の
見
ど

こ
ろ
だ
け
で
な
く
、
独
特
の
地
形
や

地
層
な
ど
ジ
オ
サ
イ
ト
と
し
て
の
見

ど
こ
ろ
も
多
い
畑
宿
周
辺
の
須
雲
川

自
然
探
勝
歩
道
を
、
自
然
や
植
物
、

歴
史
に
つ
い
て
の
解
説
を
交
え
て
歩

き
ま
す
。

日　
時　
11
月
28
日
㈪
10
時
～
15
時

頃
（
雨
天
中
止
）

集
合
解
散　
箱
根
湯
本
駅
前
（
現
地

ま
で
は
バ
ス
で
移
動
し
ま
す
）

募
集
定
員　
25
人
（
定
員
を
超
え
た

場
合
は
抽
選
）

参
加
料　
２
０
０
円
（
保
険
料
、
資

料
代
）
※
昼
食
は
各
自
で
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

申
込
方
法　
往
復
は
が
き
ま
た
は
電

子
メ
ー
ル
に
受
講
希
望
者
（
１
組
２

人
ま
で
）
そ
れ
ぞ
れ
の
住
所
・
氏
名
・

電
話
番
号
・
年
齢
・
性
別
を
記
入
し
、

11
月
15
日
㈫
必
着
で
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

申
込
・
照
会
先　
教
育
委
員
会
生
涯

学
習
課
☎
８
５
―
７
６
０
１

〒
２
５
０
―
０
３
１
１
箱
根
町
湯
本

２
６
６

kyoudo@
tow

n.hakone.ka
nagaw

a.jp
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命

教
育
委
員
長
・
職
務
代
理

者
の
選
任

　
町
議
会
の
同
意
を
得
て
、
勝
俣
正

志
さ
ん
（
仙
石
原
）
、
上
野
里
佳
さ

ん
（
湯
本
）
が
教
育
委
員
に
任
命
さ

れ
ま
し
た
。
勝
俣
さ
ん
は
再
任
で
任

期
４
年
、
上
野
さ
ん
は
新
任
で
任
期

１
年
、
共
に
10
月
17
日
か
ら
と
な
り

ま
す
。

　
ま
た
、
教
育
委
員
会
会
議
で
、
教

育
委
員
長
に
勝
俣
正
志
さ
ん
、
委
員

長
職
務
代
理
者
に
唐
澤
久
雄
さ
ん

（
宮
城
野
）
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

い
ず
れ
も
任
期
は
10
月
17
日
～
平
成

29
年
10
月
16
日
で
す
。

照
会
先　
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

☎
８
５
―
７
６
０
０

『
消
し
ま
し
ょ
う　
そ
の
火

　

そ
の
時　
そ
の
場
所
で
』

　
　

ー
秋
季
火
災
予
防
運
動
ー

　
少
し
ず
つ
寒
さ
が
増
す
こ
の
時
季

に
、
火
災
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
を
目

的
と
し
て
11
月
９
日
㈬
～
15
日
㈫
の

『
秋
季
火
災
予
防
運
動
』
に
合
わ
せ
、

次
の
と
お
り
取
り
組
み
ま
す
。

・
防
火
ポ
ス
タ
ー
展
（
役
場
本
庁
舎

　
住
民
ホ
ー
ル
）
11
月
９
日
㈬
～
15

　
日
㈫

・
幼
年
消
防
ク
ラ
ブ
を
対
象
に
し
た

　
防
火
・
防
災
教
育

・
防
災
業
者
に
よ
る
老
朽
化
消
火
器

　
の
回
収(

有
料)

及
び
消
火
器
・
住

　
宅
用
火
災
警
報
器
の
販
売
11
月
12

　
日
㈯
10
時
～
12
時
（
消
防
本
部
・

　
箱
根
分
遣
所
）
13
時
～
15
時
（
役

　
場
本
庁
舎
・
仙
石
原
分
遣
所
）

・
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
普
及
促
進

　
活
動

・
地
域
消
防
団
を
中
心
と
し
た
地
域

　
防
火
推
進
活
動

【
空
き
地
・
空
き
家
の
管
理
】

　
放
火
、
た
ば
こ
の
投
げ
捨
て
な
ど

に
よ
る
火
災
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、

所
有
者
、
管
理
者
は
適
正
な
管
理
を

お
願
い
し
ま
す
。

空
き
地
の
管
理

①
枯
草
は
刈
り
取
る
か
、
土
砂
な
ど

　
で
埋
め
ま
し
ょ
う
。

②
燃
え
や
す
い
も
の
が
あ
る
場
合
は
、

　
周
囲
を
フ
ェ
ン
ス
な
ど
で
囲
い
、

　
み
だ
り
に
人
が
入
れ
な
い
よ
う
に

　
し
ま
し
ょ
う
。

空
き
家
の
管
理

①
簡
単
に
人
が
出
入
り
で
き
な
い
よ

　
う
に
施
錠
し
ま
し
ょ
う
。

②
燃
え
や
す
い
も
の
を
周
囲
に
置
か

　
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

③
ガ
ス
、
電
気
は
確
実
に
切
っ
て
、

　
プ
ロ
パ
ン
ボ
ン
ベ
、
危
険
物
（
灯

　
油
な
ど
）
は
、
置
か
な
い
よ
う
に

　
し
ま
し
ょ
う
。

照
会
先　
消
防
本
部
消
防
総
務
課
予

防
係　
☎
８
２
―
４
５
０
５

空き家等を
売りたい人、
貸したい人は

ぜひご相談ください。


